鳥取県岩美郡岩美町　国保岩美病院

地域医療後期研修プログラム

Ⅰ　はじめに

　岩美町は人口約13,000人で鳥取県の東端に位置し、兵庫県但馬地域と接している。岩美病院は2004年に保健・医療・福祉の一体化を進めるため「岩美すこやかセンター」として新築移転した。常勤医師10名のうち7名が自治医大卒医師で鳥取県における自治医大卒医師の拠点病院となっている。20年前から訪問看護・訪問診療を行っており臨床能力を高めながら地域包括サービスを学ぶのにふさわしい場が提供できると考えている。
Ⅱ　対象

　自治医科大学地域医療後期研修プログラム研修医を主な対象とする。また、そのほか希望する医師も対象とする。

Ⅲ　修了年限

　1年から2年
Ⅳ　研修のゴール
　地域医療で求められる幅広い臨床能力を身につけ、保健・福祉・介護についての理解を深め、様々な職種の人たちと一緒になって地域包括医療が展開できるようになる。
Ⅴ　研修目標

1. 医療
（1） 外来診療　初診・再診外来が一人でできる。

（2） 救急外来　外傷の小外科的処置、
ACLS、トリアージ、転送の判断
　　　　　　　　ができる。

（3） 入院診療　一般病棟と療養病棟の入院診療ができる。
（4） 人工透析　透析業務に携わる。

（5） 検査　　　腹部・心臓超音波検査、上部・下部消化管内視鏡検査が

　　できる。CT・MRIの読影ができる。

（6） 訪問診療　訪問診療に携わる。

2. 保健

（1） 健診　健診事業に参加し結果の評価と事後指導、精密検査ができる。

（2） 人間ドック　検査結果の評価と事後指導ができる。
（3） 予防接種　予防接種を実施し、副反応に対応できる。

（4） 学校医　児童・生徒の健診ができ、学校保健委員会に参加する。

（5） 産業医　産業医の仕事を理解し、安全衛生委員会に出席、職場巡視　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　の実際を経験し、検診の結果の評価・指導ができる。

3. 福祉・介護

（1） 介護保険制度を理解し利用方法を指導できる。
（2） 医療費の公的支援や生活保護などについて理解できる。

（3） 主治医意見書・訪問看護指示書を書くことができる。

（4） 介護認定審査会の審査委員になれる実力をつける。

（5） 訪問看護師・ケアマネージャー・ソーシャルワーカーと適切な連携・指導ができる。

4. 健康教育

（1） 町の健康管理者養成講座で講義をする。

（2） 要請に応じて健康教室を行う。

Ⅴ　資源

1. 指導者
1 渡邉賢司　研修責任者、病院長、外科担当

2 秋藤洋一　研修指導者、副院長、内科担当

3 尾崎隆之　研修指導者、診療部長、在宅医療担当

4 米谷　康　研修指導者、病棟医長、内科担当

5 小谷泰広　研修指導者、整形外科担当
6 大谷英之　研修指導者、小児科担当

7 橋本静代　看護部長

8 中井典之　社会福祉士

2. 研修施設

1 岩美町国保岩美病院

2 岩美すこやかセンター

3 三洋エナジー㈱

Ⅵ　研修スケジュール

1. 年間スケジュール
1 最初の1週間はオリエンテーション。

2 外来診療（週に初診1回、再診1回）を担当する。

3 主治医として病棟診療を担当する。

4 腹部超音波検査を週1回担当する。心臓超音波検査を指導医とともに行う。

5 上部・下部消化管内視鏡検査を担当する。しばらくは指導医とともに行う。

6 希望があれば乳癌検診、マンモ読影に参加する。
7 訪問診療（週1回）を担当する。患者が把握できるまで2～3ヶ月は指導医と一緒に出かける。

8 人工透析（週1回）担当する。

9 予防注射、学校医、産業医の活動に参加する。（月2回程度）

10 各種研究会、学会等に参加、発表する。（適宜）

11 NST、スキンケア回診、ケア会議に参加する。
2. 週間スケジュール
　　毎朝、8時30分～45分；医局カンファランス（当直申し送り等）
	
	午前
	午後
	備考

	月
	腹部エコー、人工透析
	午後外来診療
	

	火
	病棟業務
	すこやか教室
	

	水
	消化器内視鏡検査
	NST、スキンケア回診
	夕方、ケア会議

	木
	外来診療
	訪問診察
	夕方、X-p読影会

	金
	人間ドック
	病棟業務
	


Ⅶ　評価と修了認定
　6ヶ月に1回研修報告会を開催して指導者やスタッフからのフィードバックを受ける。自己評価と指導者の評価をもとに研修管理委員会で修了を認定する。

Ⅷ　このプログラムの特徴
1 保健・医療・福祉・介護の包括ケアの研修ができ、地域医療の十分な実力が養える。

2 外科（消化器一般）、麻酔、整形外科、小児科の研修も可能です。
3 人工透析は内科医、外科医は全員当番で関わっています。

4 希望があれば週1回鳥取県立中央病院での専門研修も可能です。

付則　就業に当たっては岩美町職員として雇用され、公務員として規定どおり出産、育児休暇、夏期休暇等をとることができます。
